
令和７年度西東京市立保育園調理・用務業務委託仕様書の補足【なかまち保育園】 

 

１ 保育園への入室可能時間について 

  開園時間と同様になります。 

 

２ 給食対象者の範囲 

  職員への給食提供はありません。 

 

３ 給食対象者以外に必要となる食数 

  展示食（１）、中間食（１）、確認食（１）、指導食（１×クラス数）です。（※土曜日の 

指導食は保育をしているクラス数分（登園人数によってクラス数が変動します。）） 

 

４ 土曜日の用務作業について 

基本的には同様ですが、土曜日に優先して行う作業もあります。例：園児がいない部屋

の室内作業 

 

５ 委託職員の方の駐車場及び駐輪場の利用について 

  駐車場はありません。駐輪場は使用可能です。 

 

６ 保護者説明会と試食会について 

(1)保護者説明会と試食会は別日に行います。10月頃に保護者説明会を１回、12月頃に試 

食会を１回行う予定です。 

(2)保護者説明会についての受注者の説明は、美味しく安全な給食を提供していくに当た 

っての法人としての取組を説明していただきます。なお、幼児教育・保育課からは受注 

者の選定理由を説明し、園からは受注者と今後どのように連携していくか等を説明しま 

す。 

(3)試食会の食材費、人件費ともに受注者負担となります。 

(4)試食のメニューは汁物、主食、主菜、副菜、おやつなど合わせて３～５品程度、量は 

一口～乳児食程度を想定しています。 

(5)本公募による契約の履行開始（令和８年１月１日）前は、保護者説明会及び試食会以 

外のイベントはありません。 

 

７ 標準的な食事の提供時間 

 食事 提供時間 下膳時間 

朝おやつ（乳児） 午前９時～午前９時 15 分 午前９時 40 分 

昼食 午前 10 時 50 分～11 時 40 分 午後０時 30 分～午後１時 

おやつ 午後３時～３時 30 分 午後４時 15 分 

補食 午後６時５分～６時 10 分 午後６時 15 分～６時 20 分 



８ 退勤時間について 

業務は、原則として開園時間（午前７時から午後７時 15分まで）で実施することとな 

っていますが、おやつ時に使用した食器や食具、やかん等の洗浄作業終了、調理別紙９「清 

掃マニュアル」内、「清掃マニュアル（毎日清掃）」に記載の終業時の清掃の終了、調理様 

式２「衛生管理点検表及び調理業務終了確認表」に記載の業務終了後の点検等の完了後、 

退勤が可能です（調理業務と併せて用務業務も完了していることが退勤の条件となりま 

す。）。 

ただし、これらの作業が終了している場合でも、修繕や機器の交換等が調理室内で行わ 

れる場合は、立ち会いを依頼することがあります。 

※現在の委託園は、通常、17時前後には退勤しています。 


